
武

田

逍

進

軒

信

綱

老

は
じ
め
に

武
田
逍
進
軒
信
綱
は
、
甲
斐
の
戦
国
大
名
武
田
信
虎
の
三
男
で
、
信
玄

（晴

信
）
や
信
繁
の
同
母
の
弟
で
あ
る
。
信
綱
は
武
田
親
類
衆
の
筆
頭
格
と
し
て
駿

河
江
尻
城
主
穴
山
信
君

（梅
雪
斎
不
白
）
と
と
も
に
武
田
家
中
に
あ
っ
て
重
き

を
な
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
江
戸
時
代
に
画
題
と
し
て
好
ん

で
描
か
れ
た

「
武
田
二
十
四
将
図
」
に
武
田
信
玄
の
左
右
に
必
ず
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
武
田
信
綱
と
穴
山
信
君
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
推
察
で

き
よ
う
。
ま
た
そ
の
容
貌
が
兄
信
玄
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
信
玄
の
生
前
、

あ
る
い
は
没
後
に

「
影
武
者
」
と
し
て
信
玄
の
身
代
り
を
つ
と
め
た
と
も
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
信
綱
が
絵
画
を
描
く
の
を
好
ん
だ
こ
と
で
、

そ
れ
故
文
化
に
通
じ
た
文
人
武
将
で
は
あ
る
が
、
合
戦
に
は
弱
く
、
政
治
に
暗

い
武
将
で
あ
っ
た
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
天
正
十
年

（
一
五
八

二
）
三
月
の
武
田
氏
滅
亡
に
際
し
て
信
綱
が
主
家
を
裏
切
り
戦
わ
ず
し
て
逃
亡

し
た
こ
と
も
非
難
の
根
拠
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
武
田
信

豊

。
一
條
信
龍

・
穴
山
信
君

。
小
山
田
信
茂
と
い
っ
た
ほ
か
の
武
田
親
類
衆
や

家
臣
等
も
多
く
国
主
勝
頼
か
ら
離
反
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
武
田
氏

に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
駿
河
今
川
氏
や
越
前
朝
倉
氏
に
も
み
ら
れ
る
ご

と
く
、
戦
国
武
将
滅
亡
時
の
一
般
的
現
象
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
武
田
信
綱
の
活
動
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

「
武
田
親
類

衆
の
動
向
と
性
格
」
の
一
端
を
垣
間
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
武
田
親
類
衆
の
個
別
研
究
は
、
支
城
主
研
究
の
盛
ん
な
隣
国
の
後
北

条
氏
に
比
べ
て
必
ず
し
も
多
い
と
は
い
え
な
い
。
わ
ず
か
に
武
田
信
繁

・
同
信

豊

。
穴
山
信
友

・
同
信
君

・
木
曽
義
昌
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
古

文
書
、
記
録
な
ど
史
料
の
残
存
数
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
も
原
因
の
一
つ
で
あ

る
。

『
甲
陽
軍
鑑
』
な
ど
の
軍
記
物
で
は
信
綱
ら
の
名
前
が
頻
出
し
、
そ
の
活

躍
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
確
実
な
古
文
書
か
ら
は
残
念
な
が
ら
彼
ら
の
活
動
を

知
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
も
よ

っ
て
暖
味
な
記
述
に
終
始
す
る

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
御
寛
宥
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

一　

武
田
信
網
の
経
歴
と
人
物
像

ま
ず
、
逍
蓬
軒
信
綱
の
経
歴
に
つ
い
て
み
た
い
が
、
手
始
め
に

『
甲
斐
国
志
』

の
信
綱
の
記
事
を
引
用
し
よ
う
。



一
武
田
刑
部
少
輔
信
廉
　
信
虎
三
男
、
母
大
井
氏
、
幼
名
孫
六
卜
云
、
逍
邊

軒
是
ナ
リ
、
永
録
末
年

マ
デ
文
書

二
信
廉
ト
ア
，
、
爵
名

ハ
府
中
長
禅
寺

所
蔵
天
文
十
二
年
大
井
氏
画
像
ノ
讃
辞
、
又
信
州
下
郷
起
請
文
等

二
見
ユ
、

府
中
大
泉
寺
蔵
ム
天
正
三
年
戊
五
月
信
虎
画
像
ノ
讃

二
逍
逢
主
宰
卜
記
ス
、

蓋
去
年
信
玄
逝
去
オ
頃
二
落
髪
セ
ツ
ヤ
ラ
ン
、
自
レ
是
後

ハ
信
綱
卜
書
ス
、

法
名
ナ
リ
、
駿
州
大
宮
神
馬
奉
納
記

ニ
モ
逍
邊
軒
信
綱
卜
記
セ
リ
、
桜
井

村

二
居
趾
ア
ツ
、
建
二
逍
進
院
一
、
逆
修
牌
子
フ
置
ク
、
論
云
逍
邊
院
殿

海
天
綱
公
庵
主
、
背

二
信
綱
花
押
ア
リ
、
手
自
鋳
刻
ス
ル
所
卜
云
伝
タ
リ
、

軍
鑑
及
諸
記
名
為
二
信
連
・
、
始
ヨ
リ
逍
蓬
軒
或

ハ
孫
六
入
道
卜
記
シ
、

甚
者

ハ
信
綱
フ
実
名
卜
思

ヘ
リ
、
宣
レ
訂
引
定
之
・
、
軍
鑑
騎
馬
八
十

ト
ア
ツ
、
天
正
壬
午
二
月
為
二
織
田
氏
一
府
中
立
石
二
於
テ
殺
サ
ル
、
又

鮎
川
ノ
端
ニ
テ
殺
サ
ル
ト
モ
ア
リ
郭
かヽ
二粒
蠣勢二
枷
膀
夕ヽシ耐
嬬顔
ヤ戒巧ァ
フ

瀬結
務二艤
韻
一彦
諺塚
一男
二
女
ア
リ
、

右
の

『
国
志
』
の
記
載
を
整
理
す
る
と
、
①
信
綱
は
武
田
信
虎
の
三
男
に
生

ま
れ
、
母
は
兄
信
玄

・
信
繁
と
同
様
大
井
信
達
の
女
で
あ
る
、
②
幼
名
を
孫
六

と
い
い
、
古
文
書
に
よ
る
と
永
禄
末
年
ま
で
は
信
廉
と
名
乗
り
、
天
正
元
年
四

月
十
二
日
の
長
兄
信
玄
の
逝
去
後
は
落
髪
し
て
逍
進
軒
と
号
し
、
信
綱
と
称
し

て
い
る
、
③
逍
追
軒
の
実
名
を

『
軍
鑑
』
で
は
信
連
と
し
、
信
綱
を
実
名
と
考

え
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
、
④
天
正
十
年
二
月
十

一
日
の
武
田
氏
滅
亡
後
、

織
田
信
長
に
よ
っ
て
斬
殺
さ
れ
た
、
院
号
は
逍
蓬
院
殿
海
天
綱
庵
主
と
い
い
、

桜
井

（甲
府
市
桜
井
）
の
逍
進
軒
居
館
跡
の
逍
蓬
院
が
牌
所
で
あ
る
、
⑤
信
綱

に
は
一
男
二
女
が
あ
っ
た
、
の
五
点
に
要
約
で
き
る
。

次
に
諸
系
図
の
記
述
を
み
て
い
き
た
い
。

『
武
田
源
氏

一
流
系
図
』
に
は
、
信
綱
を
信
虎
の
四
男
と
し
て

「逍
蓬
軒
信

綱
―
女
二
人
妻水
一松規欺卸膳ゴ貯隊勢嘘斬郵螂猷次信峯
」
と
あ
嘘
ヽ
『
一本
武

田
系
図
』
の
記
載
も

『
武
田
源
氏

一
流
系
図
』
の
そ
れ
と
ほ
ば
銅
様
で
あ
る
。

女
を
二
人
で
、
仁
科
五
郎
盛
信
と
小
笠
原
信
嶺
の
妻
と
し
て
い
る
。

『
円
光
院

武
田
氏
系
図
』
は
信
虎
の
三
男
と
し
て

「
武
田
逍
蓬
軒
」
と
記
し
て
お
り
、
信

綱
の
前
に

「
信
基
」
が
な
］
。
前
出
の
二
つ
の
系
図
に
は
三
男
と
し
て
上
野
介

信
基
の
名
が
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
系
図
の
内
容
と

『
国
志
』
の
記
事

は
ほ
と
ん
ど

一
致
し
て
お
り
、

『
国
志
』
は
こ
れ
ら
の
諸
系
図
を
参
考
に
し
て

記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
信
綱
の
子
供
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の

『
国
志
』

の
記
事
に
つ
づ
い
て
、

「
平
太
郎
信
澄
　
天
正
四
丙
子
年
十
二
月
十
七
日
逝
ス
、

弊輝
酵
藤
軸
欝
磐
ォ経
鍵
．ン
が弊
堀

に
つ
い
て
は
系
図
の
記
載
と

一
致
す
る
が
、
男
子
の
平
太
郎
信
澄
に
つ
い
て
は

明
確
に
す
る
材
料
に
欠
け
る
の
で
、
指
摘
す
る
に
留
め
て
お
く
し
か
な
い
。

『
国
志
』
の
記
事
か
ら
で
は
、
信
綱
の
人
物
像
、
あ
る
い
は
そ
の
活
躍
が
り

を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
よ
っ
て
武
田
家
臣
団
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
知
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
や
は
り

『
軍
鑑
』
な
ど
の
軍
記
物
を
含
む
諸
記
録
に
頼
ら
ざ

る
を
え
な
い
。

『
軍
鑑
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
信
綱
は
兄
信
玄
と
と
も
に
、
信
玄

死
去
後
は
後
継
者
勝
頼
と
と
も
に
数
々
の
合
戦
に
参
加
し
て
い
る
。

『
軍
鑑
』

品
第
十
七

「
武
田
法
性
院
信
玄
公
御
代
惣
人
数
之
事
」
に
は
武
田
親
類
衆
の
一

人
と
し
て
、

一
、
逍
邊
軒
様
　
旗
色
き
れ
て
見
え
ず
　
　
八
十
騎

と
あ
り
、
ほ
か
の
兄
弟
で
あ
る
典
厩
信
繁

（
三
百
騎
）
、　
一
条
右
衛
門
大
夫
信

龍

（
二
百
騎
）
、
信
玄
子
息
の
親
類
衆
で
あ
る
仁
科
五
郎
盛
信

（百
騎
）
、
葛

山
十
郎
信
貞

（百
二
十
騎
）
と
あ
る
の
に
比
し
て
少
な
い
。

『高
白
斎
記
労
天

文
二
十
年

（
一
五
五

一
）
七
月
二
十
六
日
条
に
は

「
孫
六
」
と
で
て
く
る
。

『軍
鑑
』
品
第
世
三
に
よ
る
と
、
武
田
義
信
事
件
に
際
し
て
義
信
の
守
役
で
あ
っ

―-69-―



た
飯
富
兵
部
少
輔
虎
昌
の
同
心
、
被
官
三
百
騎
を
虎
昌
の
弟
三
郎
兵
衛

（山
県

昌
景
　
五
十
騎
）
、
小
曽
氏

（百
騎
）
、
跡
部
勝
資

（百
騎
）
、
信
綱

（
五
十

騎
）
に
付
属
さ
せ
た
と
い
う
。

『
軍
鑑
』
で
は
、
信
綱
は
腑
甲
斐
無
い
人
物
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
天
正
元
年
六
月
、
信
綱
は
大
将
と
し
て
出
障
し
た
が
、

「
逍
逢
軒
御
遠
慮
浅
き
故
」
徳
川
軍
に
敗
れ
、
ま
た
天
正
十
年

（
一
五
八
三
）

二
月
の
武
田
氏
滅
亡
時
に
は
勝
頼
か
ら
離
反
し
て
織
田
氏
に
殺
さ
れ
て
い
る
な

ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
主
家
を
一異
切

っ
た
の
は
ひ
と
り
信
綱
だ
け
で
は

な
く
、
武
田
信
豊
、
穴
山
信
君
、
木
曽
義
昌
な
ど
親
類
衆
を
は
じ
め
多
く
の
家

臣
が
同
様
の
行
動
を
と
っ
た
の
で
あ
り
、

「旗
本
衆
の
事
は
申
に
及
ば
ず
、
在
々

処
々
の
奉
公
人

・
侍
衆

・
知
行
の
百
姓
共
色
を
た
て
」
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
信

綱
の
行
動
は
戦
国
大
名
の
滅
亡
に
あ
た
っ
て
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
と
言

っ
て
よ

い
の
で
あ
る
。

一
般
啓
蒙
書
で
は
、
信
綱
は
信
玄
の
実
弟
と
し
て
、
兄
信
繁
と
と
も
に
、
天

文
十
年

（
一
五
四

一
）
六
月
十
四
日
の
兄
信
玄
の
父
信
虎
駿
河
追
放
事
件
に
も

反
す
る
こ
と
な
く
、
信
玄
の
よ
き
協
力
者
と
し
て
常
に
行
動
を
共
に
し
、
永
禄

四
年

（
一
五
六
一
）
九
月
十
日
に
信
繁
が
川
中
島
の
合
戦
で
壮
絶
な
戦
死
を
遂

げ
る
と
、
穴
山
信
君
と
並
ん
で
武
田
親
類
衆
の
筆
頭
格
と
し
て
信
玄
を
援
け
、

元
亀
四
年
四
月
十
二
日
の
信
玄
死
去
後
は
叔
父
と
し
て
勝
頼
を
補
佐
し
た
と
さ

れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
想
像
の
域
を
脱
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
実
証
す
る

史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

信
綱
の
生
年
月
日
、
年
令
さ
え
も
確
か
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
服

部
治
則
氏
は
兄
信
繁
が
永
禄
四
年
の
川
中
島
合
戦
戦
死
の
時
、
三
十
七
歳
で
生

年
は
大
永
五
年

（
一
五
二
五
）
と
な
る
こ
と
か
ら
、
三
歳
年
下
と
仮
定
す
れ
ば
、

享
禄
元
年

（
一
五
二
八
）
生
ま
れ
と
な
り
、
天
正
十
年
没
年
は
五
十
五
歳
と
推

測
さ
れ
て
い
る
。　
一
つ
の
目
安
と
は
な
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
前
後

一
―
三
歳
の

差
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
信
玄
死
去
後
遺
言
通
り
満
三
年
た

っ
た
天
正
四
年
四
月
十
六
日
、
乾

徳
山
恵
林
寺
に
お
い
て
盛
大
な
信
玄
の
葬
儀
を
行

っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
の
信

綱
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

葬
列
は
、
信
玄
の
御
影

（肖
像
）
を
仁
科
五
郎
盛
信

（信
玄
五
男
）
、
位
牌

を
葛
山
十
郎
信
貞

（
六
男
）
、
御
剣
を
小
山
田
左
衛
門
大
夫
信
茂
、
御
腰
物
を

秋
山
惣
九
郎
、
原
隼
人
佐
が
そ
れ
ぞ
れ
も
ち
、
畠

（柩
）
の
前
を
逍
逢
軒
信
綱

（信
玄
弟
）

・
穴
山
玄
番
頭
信
君
、
後
を
武
田
左
典
厩
信
豊

（信
玄
甥
）

・
武

田
左
衛
門
佐
が
担
ぎ
、
そ
の
周
囲
を

一
門
の
面
々
が
と
り
ま
い
た
。
大
守
腸
頼

は
肩
に
絣

（棺
を
引
く
綱
）
を
か
け
、
春
日
弾
正
忠
虎
綱
を
例
外
と
し
て

一
門

・

家
臣
は
す
べ
て
烏
帽
子
色
衣
で
こ
れ
に
参
列
し
た
。
こ
の
記
事
か
ら
も
天
正
段

階
に
信
綱
は
穴
山
信
君
と
と
も
に
武
田
親
類
衆
あ
る
い
は
武
田
家
臣
団
の
な
か

に
あ

っ
て
重
き
地
位
に
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

二
　
武
田
信
網
関
係
文
書
の
検
討

武
田
家
臣
団
の
発
給
文
書
は
総
体
的
に
少
な
く
、
信
綱
も
そ
の
例
外
で
は
な

い
。
信
綱
の
関
係
文
書
を
み
る
と
、
発
給
文
書
が

一
六
点
、
受
給
文
書
が
な
く
、

関
連
文
書
が
四
点
で
、
そ
の
総
数
は
管
見
の
限
り
わ
ず
か
二
〇
点
に
す
ぎ
な
い

（表
１
参
照
）
。

信
綱
発
給
文
書

の
初
見
は
、

（
天
文
十
七
年
）
霜
月
十
四
日
付
千
野
左
兵
衛

尉
宛
武
田
信
廉
書
状
で
あ
る
。

（永
禄
十
年
）
八
月
七
日
付
信
濃
下
之
郷
の
生

島
足
島
神
社
所
蔵
の
武
田
将
土
起
請
文
に
は
、

「
刑
部
少
輔
信
廉
」
と
あ
り
、

お
そ
く
と
も
こ
の
頃
ま
で
に
は
信
綱
は
刑
部
少
輔
を
称
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。

（元
亀
四
年
）
五
月
十
日
付
千
野
左
兵
衛
尉
宛
書
状
か
ら

「
逍
邊
軒
信
綱
」

と
署
名
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
同
年
四
月
十
二
日
の
兄
信
玄
の
戦
陣
で
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（表
１
）

Ｉ
　
武
田
信
綱
発
給
文
書

※
武
田
氏
奉
加
目
録
四
通
に
そ
の
名
が
見
え
る
。

7 6 3 1 No

８

●

２３

２

●

２７

・

・

‐２

（
　

″
　

）

９

●
■

（天
正
９
）
３

●
２９

（天
正
８
）
３

●
１０

天
正
３

●
８

●
１９

（
　

″
　

）

５

ｏ
２８

（
元
亀
４
）
５

●
１０

（

″

１０
）
８

●
７

（
永
禄
３
）
８

●
１０

（
天
文
Ｗ
）
霜
、
１４

年

月

日

信
綱

（花
押
）

逍
逢
軒

（花
押
）

信
綱

（花
押
）

逍
邊
軒

信
綱
（梱押
）

逍
邊
軒
□

信
綱

（花
押
）

信
綱
□

逍
進
軒

（花
押
）

信
綱

（花
押
）

刑
部
少
輔
信

廉

（花
押
血
判
）

信
廉

（朱
印
）

信
廉

（花
押
）

差

　

　

出

千
野
左
兵
衛
尉

小
川
田
屋
守

千
左
兵

小
又

牛
伏
寺

神
五
左

二
関
尉

正
覚
院

千
野
神
三
郎

千
野
左
兵
衛
尉

吉
田
左
近
助

浅
利
右
馬
助

小
井
三
藤
四
郎

千
野
左
兵
衛
尉

宛

　

　

名

書

状
竹
木
伐
採
規
定

軍
勢
催
促

寄
進
普
請
役
勤
仕
を
命
ず
る

書
状

（感
状
）

知
行
宛
行

知
行
安
堵

知
行
宛
行
約
束

起
請
文

知
行
宛
行

西
方
衆
逆
心
之
仁
還
所

内

容

千
野
文
書

牛
伏
寺
文
書

千
野
文
書

牛
伏
寺
文
書

牛
伏
寺
文
書

祢
津
文
書

萬
蔵
院
文
書

千
野
文
書

生
島
足
島
神

社
文
書

工
藤
文
書

千
野
文
書

出
　
典

信
１
１３
‐
開

信
１

１５
‐

４２

信
１

１３
１
‐４

信
―
お
ｌ
ｈ

信
１
１５
‐
４２

信
１
１４
‐
５０

甲

十

一
１

２． ２

信
１

１３
‐
５８

信
１
１３
‐
５３

信
１
１３
‐
碗

信
―
砲
１
３６

信
ｌ
ｉ
１
４６

刊
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H

関

連

文

書

4 1 NQ

（
天
正
５
）
３

●
２５

（
天
正
４
）
10

15

（
天
正
２
）
３

●
２８

（
天
正
１
）
８

ｏ
２５

年

月

日

小
原
丹
後
守

継
忠

（花
押
）

教
雅
勝
頼

（花
押
）

勝
頼

（花
押
）

差
　
　
出

印
首
座

越
後
三
条
談
義
所

逍
進
院
大
益
和
尚

山
県
三
郎
兵
衛

宛
　
　
名

書
状

　

「
奉
対
逍
邊
軒
様
」

書
状

　

「
同
孫
六
」

寺
領
安
塔

　

「
迫
邊
軒
直
判
歴
然
」

書
状

（
長
篠
後
詰

「
逍
造
軒
」
）

内

容

甲
州
古
文
書

歴
代
古
案

逍
進
院
文
書

大
阪
城
天
守
閣

出

　

典

信
１

１４
１
２０２

信
Ｉ
Й
Ｉ
”

甲

一
１

５９
‐

９３

大
日
本
史
料

刊

の
病
没
が
契
機
と
な

っ
て
喪
に
服
す
べ
く
落
髪
し
、

「
逍
蓬
軒
信
綱
」
と
称
し

た
と
す
る

『
国
志
』
の
推
定
は
当
を
得
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
信
綱
の
花
押
に
つ
い
て
述
べ
る
。
信
綱
の
花
押
は
現
在
の
と
こ
ろ
三
種

類
が
確
認
で
き
、
そ
れ
を
示
せ
ば
図
１
の
よ
う
で
あ
る
。
①
を
信
綱
花
押
Ｉ
型
、

②
を
同
Ｈ
型
、
０
を
同
Ⅲ
型
と
仮
に
呼
ん
で
お
く
。
①
は
大
善
寺
所
蔵
の
武
田

家
奉
加
目
録
、
②
は
永
禄
十
年
八
月
七
日
付
の
生
島
足
神
社
文
書
か
ら
採

っ
た

も
卵
、
③
は

（
天
正
九
年
）
九
月
十

一
日
付
の
信
濃
牛
伏
寺
文
書
か
ら
採
用
し

た
も
の
で
あ
る
。

②
と
同
様
の
花
押
は
牛
伏
寺
文
書
の
二
月
二
十
七
日
付
と
同
月
二
十
九
日
付

の
二
通
に
み
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
も
年
代
は
未
詳
で
あ
る
が
、
逍
蓬
軒
と
署
名
が

あ
る
こ
と
か
ら
天
正
元
年
以
降
の
可
能
性
が
高
い
。
と
く
に
注
視
さ
れ
る
の
は
、

後
者
が
花
押
と
と
も
に
朱
印
の
捺
印
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後

に

「
大
嶋

へ
可
レ
被
レ
申
者
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
信
綱
の
信
州
大
鳴
在
城

以
降
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
信
綱
が
大
嶋
に
入
城
し
た
時
期
は
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
天
正
十
年
二
月
の
織
田
信
長
の
武
田
征
伐
の
と
き
に
は
在
城
し

て
い
る
。

次
に
朱
印
に
つ
い
て
み
た
い
が
、
朱
印
は
二
種
頼
が
確
認
で
き
る
。
図
１
に

掲
げ
る
。
⑪
を
信
綱
朱
印
Ｉ
型
、
②
を
同
朱
印
Ｈ
型
と
し
て
お
く
。
①
は
前
述

の
年
末
詳
三
月
二
十
九
日
付
信
綱
判
物
に
花
押
Ｈ
型
と
と
も
に
押
印
さ
れ
た
も

の
で
、
二
重
正
方
形
の
朱
印
で
印
文
は

「
信
綱
」
と
読
め
な
い
だ
ろ
う
か
。
②

は
縦
長
の
長
方
形
朱
印
で
印
文
は

「
逍
進
軒
」
と
あ
る
よ
う
だ
。
朱
印
の
初
見

は

（永
禄
三
年
）
八
月
十
日
付
小
井
二
藤
四
郎
宛
信
廉
朱
印
状
写
で
あ
る
が
、

写
で
あ
る
た
め
確
認
で
き
な
い
。
正
文
で
朱
印
が
み
ら
れ
る
の
は
、
天
正
三
年

（
一
五
七
五
）
八
月
十
九
日
付
正
覚
廃
宛
信
綱
朱
印
状
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
信
綱
朱
印
の
初
見
と
仮
定
し
た
場
合
、
あ
く
ま
で
推
測
の
域
で
あ
る
が
、

そ
の
印
判
使
用
の
契
機
を
同
年
五
月
二
十

一
日
の
長
篠
合
戦
敗
北
に
求
め
る
こ



(天正 9.9.■ ) (永禄10,8.7)

花 押 ⅡI 型 )
(『甲斐武田氏文書 目録』 )

(天正 3.8.19)

花 押 H 型)
(『甲斐武田氏文書目録』)

花 押 I型 )
(『武田遺宝集』)

印 判 I型
(『甲斐武田氏文書目録』)

印 判 Ⅱ 型
(『東大史料影写本』より筆写 )

(逍進院 筆者撮影)

図 1 逍進軒信網の花押・ F「判
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と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
勝
頼
も
こ
の
敗
戦
後
、
鉄
砲
の
収
集
を
強
化
し
た

り
、
家
臣
団
の
再
編
成
を
行

っ
た
り
、
武
田
分
国
の
建
て
直
し
に
尽
力
し
は
じ

め
る
の
で
あ
る
。
た
だ
前
述
の
通
り
、
信
綱
の
発
給
文
書
は
少
な
く
、
こ
う
い
っ

た
考
察
は
無
意
味
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て

（
天
正
九
年
）
九
月
十

一
日
付
牛

伏
寺
宛
信
綱
朱
印
状
を
最
後
に
信
綱
発
給
文
書
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

受
給
文
書
は
現
在
の
と
こ
ろ
一
点
も
確
認
し
て
い
な
い
。

信
綱
が
文
書
中
に
み
ら
れ
る
関
連
文
書
も
わ
ず
か
し
か
な
く
、
天
正
三
年
三

月
二
十
八
日
付
逍
進
院
大
益
和
尚
宛
勝
頼
書
状
、

（天
正
四
年
）
十
月
十
五
日

付
越
後
三
条
談
義
所
宛
教
雅
書
状
、
天
正
五
年
二
月
二
十
五
日
付
小
原
丹
後
守

継
忠
書
状
ほ
か
五
通
だ
け
で
あ
る
。
最
初
の
勝
頼
書
状
は
逍
邊
院
住
持
大
益
和

尚
に

「艤
．瀞
噛
隠
判
歴
然
」
な
の
で
寺
領
を
安
堵
し
た
も
の
で
、
こ
の
逍
造
院

が
信
綱
の
館
跡
と
い
わ
れ
る
が
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
こ
で
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
信
綱
の
菩
提
寺
と
い
う
逍
邊
院
に

信
綱
が
生
前
の
天
正
七
年
に
自
ら
彫

っ
た
と
い
う
位
牌
が
現
存
し
て
い
る
。
こ

の
位
牌
は
高
さ

一
メ
ー
ト
ル
余
も
あ
る
大
き
な
も
の
で
、
表
に
戒
名
、
裏
に
法

要
の
年
と
信
綱
自
身
の
花
押
と
を
彫
刻
し
て
あ
る
。
戒
名
は
信
濃
佐
久
郡
岩
村

田
の
竜
雲
寺
の
高
僧
北
高
全
祝
和
尚
が
授
け
て
い
る
。
そ
の
彫
文
を
掲
げ
る
と

次
の
禁
第
に
な
る
。

「
譴
乾
院
殿
海
天
綱
公
庵
主
」

「
天
正
七
己
卯
年
吉
辰

　

（信
綱
花
押
）

こ
の
花
押
は
前
述
の
考
察
に
い
う
信
綱
花
押
Ⅲ
型
で
あ
る
。
こ
の
位
牌
は
甲

府
市
の
指
定
文
化
財
に
な

っ
て
い
る
。

な
お
、
武
田
親
類
衆
が
武
田
家
竜
朱
印
状
の
奉
者
に
な

っ
て
い
る
例
は
管
見

の
限
り
穴
山
信
君
の
一
例
を
除
い
て
は
確
認
で
き
な
い
。
信
綱
も

一
通
だ
け
永

禄
十
二
年
十
月
二
日
付
武
田
家
朱
印
状
に
奉
者
と
し
て

「
逍
邊
軒
」
と
登
場
す

る
が
、
こ
の
文
書
は
年
代
、
文
言
等
の
検
討
か
ら
疑
わ
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

よ

っ
て
そ
の
例
証
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
が
信
綱
関
係
文
書
の
考
察
で
あ

っ
た
。
次
に
信
綱
の
支
配
や
権
限
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

こ
一　
武
田
信
網
の
権
限

次
に
い
よ
い
よ
信
綱
の
支
配
文
書

の
検
討
か
ら
そ
の
政
治
的
権
限
を
考
え
て

み
た
い
。

ま
ず
、
信
綱
の
初
見
文
書
で
も
あ
る

（
天
文
十
七
年
）
霜
月
十
四
日
付
千
野

左
兵
衛
尉
宛
信
廉
書
状
を
み
て
み
よ
う
。

（史
料
１
）
武
田
信
廉
書
状

西
方
衆
逆
心
之
仁
還
所
、
今
度
於
二
御
陣
中

・
各

へ
被
二
仰
出

一
、
御
分

国
御
追
放
候
、
有
賀
方
之
儀
、
今
迄
相
拘
色

々
仕
侯

へ
共
、
不
二
事
成

・

候
間
、
共
分
申
出
し
候
、
誰
成
共
可
□
才
被
官
被
二
仰
付
一
侯
而
、
彼
仁
之

知
行
所
被
官
以
下
於
三
彼
所
務
之
分
一
未
進
之
分
、
被
官
之
仁
、
御
書
付
可

レ
有
仁
者
、
則
可
レ
入
二
御
披
見

一
候
、
自
余
之
諸
物

ニ
ハ
ヽ
取
合
不
レ

可
レ

（若∬
止
乾
錦
勢

猶
口
上
二
紳
給
輩
、
恐
々
謹
言
、

霜
月
十
四
日
　
　
　
　
信
廉

（花
押
）

千
野
左
兵
衛
尉
殿

こ
れ
は
天
文
十
七
年
七
月
十
九
日
、
信
玄
が
塩
尻
峠
の
合
戦
で
小
笠
原
長
時

を
破

っ
た
の
ち
の
戦
後
処
理
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
七
月
十
日
、
諏
訪
西
方

衆
と
い
う
諏
訪
湖
西
方
の
武
士
や
諏
訪
神
家
の
一
族
矢
島

・
花
岡
氏
ら
が
長
時

に
通
じ
て
武
田
に
反
旗
を
翻
し
て
諏
訪
に
乱
入
し
た
逆
心
事
件
が
お
こ
り
、
諏

訪
地
方
は

一
時
的
に
混
乱
状
態
と
な

っ
た
。
武
田
方
に
あ

っ
た
神
長
守
矢
頼
真

や
千
野
靭
負
尉
は
家
族
、
家
財
な
ど
を
捨
て
て
、
上
原
城
に
逃
げ
こ
ん
だ
と
い
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う
。
し
か
し
信
玄
が
甲
府
か
ら
出
馬
し
、
塩
尻
峠
の
合
戦
で
大
勝
す
る
と
、

西
方
衆
は
家
を
焼
か
れ
、
所
領
を
没
収
さ
れ
、
追
放
さ
れ
て
浪
人
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
事
情
を
物
語

っ
て
い
る
の
が

（史
料
１
）
で
あ
る
。

「
御

書
付
可
レ
有
仁
者
、
則
可
レ
入
二
御
披
見
・
候
」
と
み
え
る
の
が
信
玄
の
支

配
の
尖
兵
と
し
て
の
信
綱
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

永
禄
三
年

（
一
五
六
〇
）
八
月
十
日
付
で
信
綱
は
信
濃
武
土
の
小
井
三
藤

四
郎
に
朱
印
状
で
知
行
を
宛
行

っ
て
お
り
、

「幸
神
田
之
事
者
、
上
意

二
も

惣
次
御
赦
免
候
間
、
尤
存
侯

「
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
信
綱
は
諏
訪
の

支
配
を
中
心
に
信
玄
の
信
濃
支
配
の
一
端
を
担

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

信
綱
は
前
述
の
よ
う
に
義
信
事
件
の
動
揺
を
防
ぐ
た
め
家
臣
に
命
じ
た
起

請
文
の
提
出
に
応
じ
て
い
る
。
親
類
衆
で
は
武
田
信
豊
の
そ
れ
が
現
存
し
て

い
る
。
信
玄
の
実
弟
で
あ
っ
て
も
他
の
家
臣
と
変
わ
ら
ず
、
起
請
文
の
提
出

を
求
め
ら
れ
て
い
る
事
実
は
武
田
氏
の
家
臣
統
制
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。

信
綱
は
元
亀
二
年
、
惨
頼
の
甲
府
招
請
に
よ
り
か
わ
っ
て
高
遠
城
代
に
な
っ

た
と
い
う
が
明
ら
か
で
な
い
。

さ
て
信
綱
は
元
亀
三
年

（
一
五
七
二
）
十
月
三
日
に
開
始
さ
れ
る
信
玄
の

遠
江

・
三
河

へ
の
大
規
模
な
軍
事
行
動
に
も
従
軍
し
て
い
る
。

兄
信
玄
が
死
去
し
た
元
亀
四
年

（
一
五
七
三
）
四
月
十
二
日
か
ら

一
体
月

後
の
五
月
二
十
八
日
付
で
信
綱
は
千
野
神
三
郎
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
文
書

を
発
し
て
い
る
。

等
躍
朝
聰
戸
岬
潮

下 信
脚
判

比 物

類
一
打
死
上
、
堅
自
二
上
意
・
御
取
立
、
其

方
還
俗
候
旨
申
聞
上
者
、
彼
知
行
等
馴
無
二
異
儀
一
被
二
請
取
一
、
軍
勤
之

奉
公
、
可
レ
被
二
名
跡
次
・
候
、
随
而
御
約
束
之
間
御
重
恩
、
就
レ
中
、
涯

分
可
二
申
聞
一
者
也
、
例
如
レ
件
、

（
元
亀
四
年
）

癸
酉五
月
十
八
日

千
野
監
軒昨
殿

（
武
田
信
細
）

逍
進
軒

（花
押
）

千
野
神
三
郎
の
舎
兄
で
あ
る
宮
内
少
輔
が
討
死
し
た
の
で
、

「
竪
上
意
御
取

立
」
に
よ

っ
て
仏
門
に
入

っ
て
い
た
神
三
郎
が
還
俗
し
て
、
千
野
氏
の
跡
目
相

続
、
知
行
安
堵
を
承
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
古
文
書
で
確
認
で
き
る

「
逍
邊
軒
」
の
初
見
で
あ
る
。
文
中
の

「
上
意
」
は
武
田
家
当
主
、
す
な
わ
ち

勝
頼
を
指
す
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
年
末
詳
八
月
二
十
三
日
付
千
野
左
兵
衛
尉
宛
信
綱
書
状
を
み
よ
う
。

（史
料
３
）
武
田
信
綱
書
状

有
賀
方
被
官
爾
人
候
処
、
濱
河
方

へ
相
渡
之
上
逐
電
、
不
審
千
萬
候
、
幸

私
方
私
領
被
レ
拘
候
間
、
如
何
様

二
も
被
レ
廻
二
計
策
一
、
相
尋
候
て
可

レ
給
候
、
其
上
召
使
式
者
以
レ
因

一
種
借
用
候
な
と
申
族
可
レ
有
レ
之
候
欺
、

罪
科
不
レ
可
レ
極
候
、
宮
内
丞
降
参
仁
候
は
借
用
候
て
、
他
国
人
之
方

ヘ

可
二
相
渡
一
処
、
難
渋
候

ハ
ヽ
、
速
可
レ
有
二
言
上
一
候
、
参
二
誰
人
一
召

使
之
由
被
レ
尋
尤
候
、
風
聞
申
者
諏
方
主
税
助
方
被
二
召
使
一
候
由
候
、　
一

二
種
有
三
催
促

一
、
有
二
難
渋

一
可
レ
承
候
、
勝
頼

へ
可
レ
申
候
、
恐

々

謹
言
、八

月
十
三
日
　
　
信
綱

（花
押
）

（昌
房
）

千
野
左
兵
衛
尉
殿

こ
の
え
料
は
年
末
詳
で
は
あ
る
が
、

「
信
綱
」
と
署
名
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

元
亀
四
年

（
天
正
元
年
）
以
降
の
可
能
性
が
高
い
。
諏
訪
の
上
豪
有
賀
氏
の
被

官
二
人
が
浜
河
方
に
渡
し
た
と
こ
ろ
遂
電
し
て
し
ま

っ
た
。
幸
に
も
信
綱
の
私

領
で
も
あ
る
の
で
探
索
し
て
返
還
に
努
力
す
る
と
い
う
も
の
で
、
人
返
し
規
定

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
最
後
に
難
渋
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
な
ら
ば
、
信
綱
に
申
請
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せ
よ
、
そ
う
す
れ
ば

「勝
頼
」
、
す
な
わ
ち
武
田
当
主
へ
の
取
次
、
裁
許
を
求

め
る
と
明
示
し
て
い
る
。
ま
た

（
元
亀
四
年
）
五
月
十
日
付
千
野
左
兵
衛
尉

（昌
房
）
宛
信
綱
書
状
に
よ
れ
ば
、

「
其
以
前
其
方
舎
弟
之
僧
、
為
二
宮
内
少

輔
名
請
一
、
急
速
可
レ
被
三
出
仕
一
之
旨
上
意
候
」
と
あ
り
、

（史
料
３
）
に

関
連
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
信
綱
は
腸
頼
の
上
意
を
千
野
氏
に
取
次
い
で
い
る

の
で
あ
る
。

次
に
軍
事
面
を
み
て
お
き
た
い
が
、
参
考
に
な
る
の
ｔょ．
（年
未
詳
）
正
月
十

二
日
付
千
野
左
兵
衛
尉

・
小
松
又
七
郎
宛
信
綱
書
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
千
野

・

小
松
両
名
に
軍
勢
催
促
を
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
遅
延
を
審
め
て
い
る
。
こ

の
点
は
ほ
か
の
家
臣
団
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

天
正
三
年
八
月
十
九
日
付
正
覚
院
宛
信
綱
朱
印
状
で
は
市
蔵
の
内
に
お
い
て

百
姓
前
五
貫
文
を
寄
進
し
て
い
る
が
、
正
覚
院
は
古
府
中
に
あ

っ
た
寺
院
で
、

現
在
の
万
蔵
院
の
こ
と
で
あ
る
。
市
蔵
は
古
代
に
は
市
之
倉

・
市
之
蔵
と
い
い
、

甲
府
盆
地
の
東
端
、
笛
吹
川
の
支
流
金
川
の
扇
状
地
に
位
置
し
て
お
り
、
現
在

の
一
宮
町
に
あ
た
る
。
こ
の
市
蔵
は
信
綱
の
所
領
で
あ

っ
た
可
能
性
が
指
摘
で

二斉ヽ
Ｚω
。
次
に
信
綱
の
牛
伏
寺
宛
の
判
物
を
み
て
み
よ
う
。

（史
料
４
）
武
田
信
綱
寄
進
状
案

此
己
前
、
寄
進
来
候
壱
貫
伍
百
文
之
寺
領
之
増
分
壱
貫
五
百
、
合
参
貫
文
令

三
寄
納
一
候
間
、
愚
領
於
二
指
雌
郡
内
一
、
被
二
隠
居
立
一
、
至
二
在
留
一

者
ゴ
勧
捻
輸
入
候
者
也
、
例
如
レ
件
、

辛
加
月
十

一
日
逍
進

”
軒
旧
］
睡

（印√
押
）

牛
伏
寺

こ
れ
は
、
信
綱
が
牛
伏
寺
に
対
し
て
隠
居
分
と
し
て
自
己
の
知
行
地
で
あ
る

筑
摩
郡
小
池
の
内
か
ら
宛
行

っ
た
ヽ
の
で
あ
る
。
小
池
郷
は
鎌
倉
時
代
よ
り
見

え
る
地
名
で
、
現
在
の
松
本
市
内
で
あ
る
。
牛
伏
寺
は

「
う
し
ぶ
せ
で
ら
」
と

も
い
い
、
山
号
は
金
峰
山
、
本
尊
は
十

一
面
観
音
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
よ
っ

て
筑
摩
郡
小
池
郷
に
も
信
綱
の
知
行
地
の
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し

『
信
濃
史
料
』
の
編
者
は

「
コ
ノ
文
書
、
ナ
ホ
研
究
ノ
余
地
ア
リ
、
後
考
フ
マ

ツ
」
と
疑
問
を
呈
し
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に

（年
未
詳
）
二
月
二
十
七
日
付
小

川
田
屋
守
宛
信
綱
竹
木
伐
採
禁
制
に
よ
り
伊
那
郡
小
川
郷
に
も
信
綱
の
知
行
地

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（史
料
５
）
武
田
信
綱
判
物

下
伊
奈
之
内
逍
進
軒
知
行
於
二
訃
釧
柳
中
一
、
自
詠
誰
ｔ
人
謹
挑
里
む
る
の

み
な
ら
す
、
け
ん
い
を
か
り
、
大
鳴
之
惣
次
之
御
か
し
ん
を
ふ
さ
た
し
、
郷

な
幸Ч妍
人
銑
¢
を
鳴
轄
ド
致
候
と（攣
〆
ら
、
向
後
礎
摩
が
、
彼
郷
中
を
可
レ

有
二
追
放
一
、
も
し
違
義
候
と
韓
〆
ら
あ
ら

ハ
、
め
し
執
、
大
嶋

へ
可
レ

祷
轟
魔
げ
岡
鞠
｛鱒
一

こ
れ
は
信
綱
が
小
川
郷
に
対
し
て
郷
内
の
百
姓
の
諸
役
の
解
怠
を
禁
じ
た
も

つ療効］Ｆ』囃聴力ヽ軒蜘斬一段聰鳴
「と黛陸か紳郷判脚が瑞蜘巧蜘晰嗣

田
氏
来
攻
に
備
え
て
の
大
鳴
城
修
築
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

次
に
伊
那
支
配
に
関
す
る
興
味
深
い
史
料
を
あ
げ
よ
う
。

（
誤

糾

夢

）

小

原

継

忠

判

物

写

　

　

　

（
武
田
信
趣

坐
光
寺
如
来
堂
之
坊
主
、
奉
レ
封
二
逍
進
軒
様
一
、
寺
領
之
儀
御
訴
訟
申
ニ

付
而
、
被
二
拘
来
一
寺
務
之
内
、
参
貫
文
被
二
下
置
一
候
由
、
御
下
知
候
、

然
則
寺
中
造
営
等
之
儀
、
不
レ
可
レ
有
二
疎
略
一
候
、
恐
々
敬
白
、

天
正
五
年
　
　
　
　
小
原
丹
後
守
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三
月
十
五
日
　
　
　
継
忠

（
花
押
）

印
首
座

こ
れ
は
坐
光
寺
如
来
堂
の
坊
主
が
信
綱
に
寺
領
の
こ
と
に
つ
い
て
訴
訟
し
た

と
こ
ろ
、
寺
側
の
主
張
を
承
認
す
る

「
御
下
知
」
が
下

っ
た
こ
と
を
印
主
座
に

武
田
家
奉
行
小
原
継
忠
が
伝
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「
御
下
知
」
の
主
体

で
あ
る
が
、
素
直
に
考
え
る
な
ら
ば
勝
頼
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

信
綱
や
親
類
衆
と
信
濃
の
関
係
を
示
す
史
料
を
次
に
み
よ
う
。

（史
料
７
）
穴
山
信
君
書
状

昨
日
者
早
々
相
越
候
、
愚
意
言
上
候
哉
、
但
小
四
原
衆
在
府
之
由
候
条
御
除

入
候
哉
、
無
三
心
元
一
候
、
初
其
方
如
二
存
知
・
、
信
州
埴
原
郷
被
官
年
中

五
度
、
六
度
俵
子
令
二
運
送
奉
公
一
候
、
今
度
御
普
請
人
別

二
被
二
相
触
・

令
三
迷
惑
・
候
、
典
厩

・
逍
追
軒
之
被
官
、
彼
郷
中
弄
信
国
之
内
数
多
有
レ

之
由
候
条
同
前

二
被
三
申
付
一
候
様

二
監
義
蜂
鞘
報
鷲
富
方

へ
被
レ
遣
二

一

札
一
候
様

二
可
二
才
覚

・
候
、
同
者
於
二
埴
原
郷
一
十
五
人
諸
役
御
免
之
御

印
判
申
請
度
之
由
可
レ
得
二
　

御
内
儀
一
候
、
尚
塩
津
治
部
右
衛
門
可
レ
申

琴

幹

書

、

棄
〕

九
月
四
日
　
　
　
信
君

（花
押
）

佐
野
越
前
守
殿

信
州
埴
原
郷
の
信
君
の
被
官
は
年
に
五

・
六
度
俵
子
の
運
送
の
奉
公
を
行

っ

て
い
る
の
に
、
さ
ら
に
普
請
役
も
賦
課
さ
れ

「
迷
惑
」
し
て
い
る
、
同
じ
親
類

衆
の
信
豊
や
信
綱
の
被
官
も
埴
原
郷
や
信
濃
国
に
多
数
い
る
の
で
、
そ
れ
と
同

様
に
命
じ
て
く
れ
る
よ
う
斡
旋
し
、
さ
ら
に
は
埴
原
郷
二
十
五
人
の
諸
役
免
許

の
武
田
当
主
の
印
判
状
が
発
せ
ら
れ
る
よ
う

「
御
内
儀
」
を
得
る
よ
う
佐
野
越

前
守
に
指
令
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
か
ら
親
類
衆
の
所
領
が
信
濃
に
多
く
あ

っ

た
こ
と
や
親
類
衆
の
性
格
が
窺
え
て
興
味
深
い
。

最
後
に
数
少
な
い
史
料
で
は
あ
る
が
、
い
く

つ
か
の
武
田

一
族
の
奉
加
帳
な

ど
か
ら
信
綱
の
姿
を
拾

っ
て
み
よ
う
。

大
善
寺
所
蔵
の
武
田
家
奉
加
目
録
を
み
よ
う
。

（史
料
８
）
武
田
家
奉
加
目
録

太
刀

一
腰
　
馬
壱
疋

一鍵

流）

御
北
様
　
　
百
疋

御
前
様
　
　
百
疋

太
刀

一
腰
　
　
信
繁

（花
押
）

太
刀

一
腰
　
　
信
廉

（花
押
）

太
刀

一
腰
　
　
信
是

（
花
押
）

御
北
様
は
晴
信
ら
兄
弟
の
母
大
井
氏
、
御
前
様
は
信
玄
の
正
室
三
条
氏
の
こ

と
で
あ
る
。
大
井
夫
人
の
生
前
と
い
う
こ
と
で
天
文
二
十

一
年
以
前
の
も
の
、

「
柏
尾
山
造
営
勧
進
状
案
」
に
よ
れ
ば
、
天
文
十
九
年
以
前
と
い
う
。
い
ず
れ

に
し
ろ
天
文
年
間
の
も
の
で
、
信
玄
以
下
兄
弟
が
顔
を
揃
え
て
寄
進
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
み
え
る
信
綱
の
花
押
は
信
綱
花
押
Ｉ
型
で
あ
る
。
年
月
日
未

詳
の
高
野
山
引
導
院

（現
持
明
院
）
に
黄
金
を
寄
進
し
た
信
綱

一
門
の
寄
進
目

録
に
も
晴
信

（信
玄
）
の
五
両
、
以
下
信
繁
、
信
廉
、
信
是
が

「
黄
金
壱
両
」

と
あ
る
。
晴
信
と
あ
る
こ
と
か
ら
永
禄
二
年
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。

駿
河
の
富
士
大
宮
浅
間
神
社
に
神
馬
を
奉
納
し
た
武
田
信
尭
等
神
馬
寄
進
状

写
に
も

「
逍
進
軒
信
綱
」
と
あ
る
。
こ
の
文
書
は
年
代
未
詳
で
あ
る
が
、
服
部

治
則
氏
に
よ
る
と
天
正
六
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
同
八
年
正
月
十
二
日
の
間

の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
万
福
寺
の
も
の
が
あ
る
。
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（表
２
）
　

武
田
逍
追
軒
作
品

一
覧

四
　
文
化
人
信
網

信
綱
は
前
述
の
よ
う
に
、
武
将
と
い
う
よ
り
も
画
家
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
重
要
文
化
財
指

定
の
武
田
信
虎
お
よ
び
同
夫
人
画
像
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
も

信
綱
の
作
品
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。

そ
れ
を
示
す
と

（表
２
）
の
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
確
実
に

信
綱
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
論
証
を
得
る
こ
と
は
必

ず
し
も
容
易
で
は
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

大
井
夫
人
画
像
の
大
泉
寺
安
之
和
尚
の
替
に
は
、
信
綱
の

母
へ
の
孝
行
心
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
記
述
が
み
え
る
。

大
井
夫
人
は
天
文
二
十

一
年
五
月
七
日
、
五
十
五
歳
で
死
去

し
た
が
、
こ
の
肖
像
画
は

一
周
忌
に
母
の
面
影
を
描
い
た
も

の
と
い
う
。
信
綱
筆
と
確
定
し
て
よ
い
作
品
は
こ
の
大
井
夫

人
像
と
武
田
信
虎
像
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
信
虎
像
は
天
正
三

年
二
月
、
高
速
で
八
十

一
歳
を

一
期
と
し
て
死
去
し
た
父
信

虎
を
信
綱
が
追
慕
の
気
持
ち
を
も

っ
て
描
き
、
そ
の
端
午
の

日
に
春
国
光
新
の
賛
を
あ
お
い
だ
も
の
で
、
信
虎
法
体
の
姿
、

す
な
わ
ち
晩
年
の
面
影
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
賛
に
、

況
孝
子
之
哀
慕
乎
、
馨
二
逍
蓬
主
宰
一
、
手
二
写
庵
主
之

真
容
一
、
而
被
レ
露
二
孝
意
・
突
、

（∝
）

と
あ
り
、
や
は
り
信
綱
の
父
信
虎

へ
の
思
い
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

長
禅
寺
所
蔵
渡
唐
天
神
像
に
は

「逍
進
軒
信
繁
」
と
あ
り
、

追
筆
の
可
能
性
が
高
い
の
で
に
わ
か
に
信
綱
筆
と
は
速
断
で

オみ

10 1 No

鎧
不
動
尊
彫
像

（伝
）

本

彫
σ
絵
（伝
）

渡
唐
天
神
像

文
珠
大
士
画
像

十
二
天
画
像

（十
二
幅
）

（伝
）

十
王
図

（十
幅
）

（伝
）

鎧
不
動
尊
画
像

（伝
）

桃
隠
和
尚
画
像

（伝
）

雪
田
和
尚
画
像

（伝
）

穴
山
信
友
夫
人
画
像

（伝
）

大
井
夫
人
画
像

武
田
信
虎
画
像

作
　
　
口ｍ
　
　
名

恵
林
寺

福
歳
神
社

長
禅
寺

篠
原

コ
レ
ク
シ
ョ
ン

高
野
山
成
慶
院

高
野
山
成
慶
院

恵
林
寺

南
松
院

恵
運
院

南
松
院

長
禅
寺

大
泉
寺 所
　
蔵
　
者

「
逍
進
軒
信
繁
謹
描
拝
賛
之
」

著
者
　
未
調
査

元
亀
元
年
十

一
月
　
春
国
和
尚
賛

永
禄
六
年
二
月
　
春
国
和
尚
賛

永
禄
九
年
十

二
月
上
旬

天
文
二
十
二
年
　
安
之
和
尚
賛

天
正
三
年
端
午
　
春
国

の
賛

備

考



き
な
い
。

ま
た
現
存
し
て
い
な
い
が

『
国
志
』
の
記
事
に
よ
る
と
千
塚
村

（甲
府
市
）

の
八
幡
宮
に
は
信
綱
奉
納
の
仮
面
が
、
上
野
村
の
薬
王
寺
に
は
信
綱
筆
の
十
二

天
画
像
十
二
幅
が
伝
存
し
て
い
た
と
い
う
。
甲
府
市
の
篠
原
良
雄
家
に
は
軸
部

に

「文
殊
大
土
武
田
逍
進
軒
真
筆
恵
山
什
物
」
と
墨
書
し
て
あ
る
文
殊
菩
薩
画

像
が
あ
る
と
い
う
が
、
私
は
実
見
し
て
い
な
い
。
な
お
、
ほ
か
の
作
品
に
つ
い

て
は

『
武
田
遺
宝
集
』
の
原
色
図
版
解
説
や
図
版
総
合
解
説
に
み
え
る
の
で
参

考
さ
れ
た
い
。

以
上
、
先
学
の
成
果
に
依
拠
し
な
が
ら
、
文
化
人
信
綱
の
一
側
面
を
み
た
も

の
で
あ
る
。
た
だ
信
綱
筆
と
す
ぐ
に
は
言
え
な
い
も
の
が
多
く
、
美
術
史
専
門

家
の
本
格
的
な
研
究
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
信
綱
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
従
来
信
綱
は
武
田
信
虎
お
よ
び
同
夫

人
像
の
作
者
と
し
て
武
人
よ
り
も
文
人
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
武
田
家
内
に
お

け
る
地
位
や
権
限
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は

そ
の
点
少
し
は
明
ら
か
に
で
き
た
も
の
と
思
う
。

（注
）

（
１
）
信
綱
を

「
の
ぶ
つ
な
」
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が

（坂
本
徳

一
氏

『
武
田
信
玄
写
真
集
』

〈
新
人
物
往
来
社
　
昭
六
二
〉
な
ど
）
、

「
し

ん
こ
う
」
と
す
る
の
が
正
し
い
。

「
武
田
逍
蓬
軒
信
廉
」
と
す
る
の
も

正
確
で
は
な
い

（竹
内
勇
太
郎
氏

『
歴
史
と
旅
』
昭
五
二
年
三
月
号

「
信
玄
と
武
田
二
十
四
将
」
）
。

（
２
）

『
甲
陽
軍
鑑
』
品
三
十
九

（磯
貝
正
義

・
服
部
治
則
氏
校
注
新
人
物

往
来
社
本
中
巻
五
七
頁
　
以
下

『
軍
鑑
』
と
略
す
）
の
信
玄
の
遺
言
の

記
事
や

『
軍
鑑
』
品
五
十

一
（下
三
二
三
頁
）
の
板
部
岡
江
雪
と
の
対

面
の
記
事
な
ど
。

（３
）
佐
藤
八
郎
氏

「
武
田
信
繁
と
そ
の
家
訓
」

（
『
徽
典
会
会
報
』
六
号

昭
四
四
、
の
ち

『
武
田
信
玄
と
そ
の
周
辺
』

〈
新
人
物
往
来
社
　
昭

五
四
〉
再
録
）
、
金
井
喜
久

一
郎
氏

「
武
田
典
厩
信
繁
」

（
『
高
井
』

三
九
号
　
昭
五
二
）
、
桃
裕
行
氏

「
武
田
信
繁
家
訓
に
つ
い
て
」

（
『
宗
教
社
会
史
研
究
』

〈
雄
山
閣
　
昭
五
三
）
な
ど
。

（
４
）
服
部
治
則
氏

「
武
田
相
模
守
信
豊
」

（
『
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究

報
告
』
三
三
号
　
昭
五
八
）
、
黒
田
基
樹
氏

「親
族
衆
武
田
信
豊
の
研

究
」

（
『
甲
斐
路
』
六
一
号
　
昭
六
二
）
な
ど
。

（５
）
標
泰
江
氏

「
武
田
親
族
衆
と
し
て
の
穴
山
氏
の
研
究
―
特
に
河
内
領

支
配
の
在
地
構
造
を
め
ぐ

っ
て
―
」
０
ｌ
⑪

（
『
甲
斐
路
』
二
、
三
、

六
、　
一
二
号
　
昭
三
六
―
四

一
）
、
鈴
木
登
氏

「穴
山
氏
の
権
力
構
造

に
関
す
る

一
考
察
―
そ
の
消
長
と
被
官
を
中
心
に
し
て
―
」

（
『
秋
大

史
学
』

一
八
号
　
昭
四
六
）
、
笹
本
正
治
氏

「
早
川
流
域
地
方
と
穴
山

氏
―
戦
国
大
名
と
山
村
―
」

（
『
信
濃
』
二
七
巻
六
号
　
昭
五
〇
）
、

拙
稿

「
武
田
親
類
衆
穴
山
信
君
の
河
内
領
支
配
」

（
『
國
學
院
大
学
大

学
院
紀
要
―
文
学
研
究
科
―
』
二
〇
輯

（平
成
元
）
、

「穴
山
信
友
の

文
書
と
河
内
領
支
配
」

（
『
國
學
院
雑
誌
』
九

一
巻
五
号
　
平
成
二
）
、

「甲
斐
武
田
氏
の
滅
亡
と
穴
山
氏
―
穴
山
勝
千
代
考
―
」

（
『
甲
斐
路
』

六
七
号
　
平
成
二
）
な
ど
。

（
６
）
柴
辻
俊
六
氏

「戦
国
期
木
曽
氏
の
領
国
経
営
」

（
『
信
濃
』
三
四
巻

一
一
号
　
昭
五
七
）
な
ど
。

（
７
）

『
甲
斐
国
志
』
巻
之
九
十
五
人
物
部
第
四
、
佐
藤
八
郎
氏
他
校
訂
雄

-79-―



山
閣
出
版
本
四
巻
六
九
頁
。
以
下

『
国
志
』
と
略
称
。

（
８
）
逍
追
院
の
あ
る
桜
井
が
信
綱
の
居
館
跡
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
示

す
遺
構
な
ど
が
な
く
明
確
に
し
え
な
い
。
数
野
雅
彦
氏
教
示
。

（
９
）

『
甲
斐
叢
書
』
八
巻

（第

一
書
房
　
昭
四
九
）
。

（
１０
）
同
右
。

（
１１
）
同
右
。

（
・２
）

『
軍
鑑
』
品
十
七

「
武
田
法
性
院
信
玄
公
御
代
惣
人
数
之
事
」
に

コ

、
松
尾

（百
騎
）
」
と
あ
る

（上
巻
三
三
八
頁
）
。

（
・３
）
註

（
１
）
。
松
尾
氏
に
つ
い
て
は
佐
藤
八
郎
氏

「
民
部
少
輔
殿
覚
之

書
―
松
尾
信
是
官
途
考
―
」

（
『
甲
斐
路
』
二
五
号
　
昭
四
九
　
の
ち

『
武
田
信
玄
と
そ
の
周
辺
』
所
収
）
が
参
考
に
な
る
。

（・４
）

『
軍
鑑
』
中
巻
二
四
一
、
二
六
五
、
二
九
九
、
三
二
一
、
三
三
一
頁
。

後
備
え

。
留
守
居
が
多
い
。
信
綱
被
官
落
合
彦
助
と
百
姓
の
公
事

（品

四
十
七
、
下
巻
二
三
五
頁
）
な
ど
興
味
深
い
記
事
も
あ
る
。

『
甲
乱
記
』

（
『
武
田
史
料
集
』

〈
新
人
物
往
来
社
　
昭
四
二
〉
）

一
二
三
、　
一
五

八
頁
な
ど
、

『
武
田
三
代
軍
記
』

（同
右
）

一
七
四
、　
一
九
四
、
一
一〇

二
、
二
一
〇
、
二
八
四
頁
な
ど
。

（
・５
）

『
軍
鑑
』
上
巻
三
三
八
頁
。

（
・６
）

『
武
田
史
料
集
』
九
八
頁
。

（
・７
）

『
軍
鑑
』
中
巻

一
八
九
頁
。

（
‐８
）

『
軍
鑑
』
品
五
十

一
（下
巻
三
〇
六
ど
七
頁
）
。

（
‐９
）

『
軍
鑑
』
品
五
十
七

（下
巻
四
二
九
頁
）
。

（
２０
）

『
軍
鑑
』
品
五
十
七

（下
巻
四
三
四
頁
）
。

（２．
）
坂
本
徳

一
氏

『武
田
二
十
四
将
伝
』

（新
人
物
往
来
社
　
昭
五
五
）
、

野
沢
公
次
郎
氏

「
武
田
信
玄
家
臣
団
人
物
事
典
」

（磯
只
正
義
氏
編

『
武
田
信
玄
の
す
べ
て
』

〈
新
人
物
往
来
社
　
昭
五
三
〉
所
収
）
な
ど
。

（
２２
）
服
部
治
則
氏

「
長
篠
合
戦
に
お
け
る
武
田
将
士
の
年
令
に
つ
い
て
」

（
『
甲
斐
路
』
二
六
号
　
昭
五
三
）
。

（２３
）
御
宿
監
物
書
状

（
「武
家
事
紀
」

『
信
濃
史
料
』

一
四
巻

一
五
八
頁
）
。

以
下

『
信
』
と
略
す
。

（
２４
）

『
信
』

一
一
巻
四
〇
九
頁
。

（
２５
）

『
信
』

一
三
巻
九
二
頁
。

（
２６
）

『
信
』

一
三
一巻
五
八
八
頁
。

（
２７
）

『
武
田
遺
宝
集
』

（武
田
信
玄
公
宝
物
保
存
会
　
昭
四
七
）
。

（
２８
）
同
右
。

（
２９
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
牛
伏
寺
文
書
。

『
信
』

一
五
巻

四

一
頁
。

（
３０
）

『
信
』

一
五
巻
四
二
頁
。

（
３．
）

『
信
』

一
五
巻
四
二
頁
。

（
３２
）

『
日
本
城
郭
大
系
』
８

（新
人
物
往
来
社
　
昭
五
五
）
、
小
穴
芳
実

氏
編

『
信
濃
の
山
城
』

（郷
土
出
版
社
　
昭
六
三
）
な
ど
。

（
３３
）
工
藤
文
書

『
信
』
十
二
巻
三
〇
六
貢
。

（
３４
）
万
蔵
院
文
書

『
新
編
甲
州
古
文
書
』

一
巻

（角
川
書
店
　
昭
四

一
）

一
〇
四
頁
二

一
二
号
。
以
下

『
甲
』
と
略
す
。

（
３５
）
上
野
晴
朗
氏
『
定
本
武
田
勝
頼
』
（新
人
物
往
来
社
　
昭
五
三
）
な
ど
。

（
３６
）

『
信
』

一
五
巻
四

一
頁
。

（
３７
）
逍
邊
院
文
書

『
甲
』

一
巻
五
九
頁
九
三
号
。

（
３８
）

『
信
』

一
四
巻
九
七
頁
。

（
３９
）

『
信
』

一
四
巻
二
〇
二
頁
。

（
４０
）

『
甲
府
市
文
化
財
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
』
、

『
甲
府
市
史
　
史
料
編
』

一



巻

（平
成
元
）
六
九

一
号
。

（４
）

『
清
水
市
史
資
料
　
中
世
』

（吉
川
弘
文
館
　
昭
四
五
）
二
六
九
号
。

（
４２
）

『
甲
』
二
巻
二
五
四
頁

一
八
三
五
号
。

（
４３
）

『
信
』

一
一
巻
四
〇
九
頁
。

（
４４
）
注

（
３３
）
０

（
４５
）
千
野
文
書

『
信
』

一
三
巻
五
八
九
頁
。

（
４６
）
千
野
文
書

『
信
』

一
三
巻
五
八
八
頁
も
参
照
。

（
４７
）
同
右
に
は
信
綱
と
署
名
が
あ
る
。

（
４８
）
千
野
文
書

『
信
』

一
三
巻
五
九
〇
号
。

（
４９
）
注

（
４６
）
ｏ

（
５０
）

『
信
』

一
五
巻

一
四

一
頁
。

（
５‐
）

『
甲
』

一
巻

一
〇
四
頁
二
一
二
号
。

（
５２
）

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』

一
九

〈
山
梨
県
〉

（角
川
書
店
　
昭
五

九
）

一
三
三
頁
。

（開
）
牛
伏
寺
文
書

『
信
』

一
五
巻
四

一
頁
。

（５４
）

『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
二
〇
巻

〈
長
野
県
〉

（平
凡
社
　
昭
五
四
）

六
二
三
頁
。

（
５５
）
同
右
六
二
四
頁
。

（
５６
）

『
信
』

一
五
巻
四
二
貢
。

（
５７
）
注

（
５４
）
四
八

一
頁
、
小
川
村
の
項
に
よ
れ
ば
、
武
田
氏
領
有
以
前

は
知
久
郷
に
属
し
、
知
久
氏
領
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
元
亀
二
年

（
一
五
七

一
）
三
月
の
大
島
城

（現
松
川
町
元
大
島
）
修
築
の

「定
」

（武
田
信
玄
朱
印
状
、
工
藤
文
書
）
に
は

「小
河
郷
」
と
み
え
る

（
５８
）
こ
の
頃
、
勝
頼
は
織
田
氏
来
攻
を
予
測
し
て
親
類
衆
を
信
濃
の
要
地

に
配
備
し
て
い
る
。
仁
科
盛
信
を
高
遠
城
に
在
城
さ
せ
て
い
る
の
も
そ

の
一
例
で
あ
り
、
信
綱
の
大
島
配
置
も
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。

（
５９
）

『
信
』

一
四
巻
二
〇
二
頁
。

（６０
）
甲
州
栗
原
筋
小
原
郷
の
領
主
。
永
禄
五
年
、
勝
頼
に
付
属
さ
れ
た
士

隊
将
八
人
の
一
人
。
奉
行
、
代
官
を
歴
任
、
天
正
十
年
三
月
田
野
で
殉

死

（小
和
田
哲
男

・
山
本
大
氏
編

『戦
国
大
名
家
臣
団
事
典
』
東
国
編

〈
新
人
物
往
来
社
　
昭
五
六
〉
柴
辻
俊
六
氏
執
筆
）
。

（６．
）

『
清
水
市
史
資
料
　
中
世
』

（吉
川
弘
文
館
　
昭
四
五
）
五
四
三
号
。

（
６２
）

『
甲
』

一
巻
六
八
三
号
。

（６３
）

『
武
田
遺
宝
集
』
二
〇
八
頁
、

『
甲
府
市
史
』
史
料
編

一
巻
五
七
八

頁
。

（
６４
）

『
甲
府
市
史
』

一
巻
六
一
三
頁
三
四
四
号
。

（
６５
）
富
士
大
宮
司
文
書
、
同
右
八
六
〇
頁
六
九
二
号
。

（
６６
）

「
武
田
勝
頼
家
臣
の
官
途
名

ｏ
受
領
名
に
つ
い
て
」

（
『
甲
斐
路
』

二
一
号
　
四
七
）
。

『
甲
府
市
史
』
資
料
編

一
巻
の
解
説
は
天
正
七
年

前
後
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

（
留
）
万
福
寺
文
書

（
『
甲
』

一
巻
二
九
七
頁
七

一
五
号
）
。

（∝
）

『
武
田
遺
宝
集
』
原
色
図
版
解
説
八
七
頁
。

（
６９
）

『
同
右
』

一
〇
九
頁
。

（
７０
）

『
軍
鑑
』
品
九

（上
巻

一
五
〇
頁
）
に
信
綱
の
歌
会
参
加
の
記
事
が

み
ら
れ
る
が
、
画
業
だ
け
で
な
く
ほ
か
の
文
化
的
業
績
が
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

（
７．
）
守
屋
正
彦
氏

「
『
甲
斐
国
志
』
に
見
る
中
世
武
田
氏
の
絵
画
」

（
『
甲
府
市
史
研
究
』
五
号
　
昭
六
三
）
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
方
面
の
研
究
は
遅
れ
て
い
る
。

（徳
島
市
教
育
委
員
会
　
徳
島
県
徳
島
市
）
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